
第

千

八

百

七

十

九

号

平

成

十

九

年

九

月

十

四

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

六
六
九
ペ
ー
ジ

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

六
七
〇

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(

同

)

六
七
〇

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
七
一

教
育
委
員
会
告
示

○
職
員
の
免
職
処
分

(
教
育
総
務
課)

六
七
一

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

六
七
一

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
六
七
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

六
七
二

規

則

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
八
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
七
条
中｢

条
例
第
三
条
別
表
第
二｣

を｢

条
例
別
表
第
二｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

作
業
場
に
動
物
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合)

第
七
条

条
例
別
表
第
一
一
の
項
第
十
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
飲
食
店
営
業
施
設
又

は
喫
茶
店
営
業
施
設
で
あ
つ
て
、
調
理
場
と
客
席
と
が
壁
等(

カ
ウ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

に
よ
り
区

分
さ
れ
て
い
る
等
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
構
造
及
び
施
設
を
有
す
る
施
設
の
う
ち
、

客
席
に
限
つ
て
動
物
を
入
れ
る
場
合
と
す
る
。

(
検
食
の
保
存)

第
八
条

条
例
別
表
第
一
六
の
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

同
一
内
容
の
弁
当
又
は
仕
出
し
を
一
回
に
三
十
食
以
上
調
製
す
る
施
設

二

同
一
内
容
の
食
品(

弁
当
及
び
仕
出
し
を
除
く
。)

を
一
回
に
五
十
食
以
上
提
供
す
る
施
設

２

条
例
別
表
第
一
六
の
項
第
一
号
に
規
定
す
る
検
食
の
保
存
期
間
は
、
七
十
二
時
間
以
上
と
す
る
。
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日



映
画

種
類

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
人
妻
女
医
と
尼
寺
の
美
女
性
感
狂
い
〉

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
痴
女
・
高
校
教
師
―
童
貞
責
め
―
〉

い
く
つ
に
な
っ
て
も
や
り
た
い
男
と
女

ワ
イ
セ
ツ
和
尚
女
体
筆
い
じ
り

FU
C
K

キ
ャ
プ
テ
ィ
ビ
テ
ィ

チ
・
ジ
ニ
×
ム
ン
・
ソ
リ
女
教
授

桃
肌
女
将
の
ね
ば
り
味

人
妻
女
医
と
尼
寺
の
美
女
性
感
狂
い

浪
花
ノ
ー
パ
ン
娘
―
我
慢
で
け
へ
ん
―

レ
デ
ィ
・
チ
ャ
タ
レ
ー

ホ
ス
テ
ル
２

痴
女
・
高
校
教
師
―
童
貞
責
め
―

題
名

等

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

ア
ミ
ュ
ー
ズ
ソ
フ
ト
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

C
K
エ
ン
タ
テ
イ
ン

メ
ン
ト

ツ
イ

ン

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

シ
ョ
ウ
ゲ
ー
ド

デ
ス
ペ
ラ
ー
ド

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

(
飲
用
に
供
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
水)

第
九
条

条
例
別
表
第
一
七
の
項
第
一
号
及
び
第
六
号
並
び
に
条
例
別
表
第
二
一
の
項
並
び
に
別
表
一

の
項
に
規
定
す
る
飲
用
に
供
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
水
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

一

水
道
法(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号)

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
、
同

条
第
六
項
に
規
定
す
る
専
用
水
道
か
ら
直
接
給
水
さ
れ
る
水

二

飲
料
水
供
給
施
設(
市
町
村
が
設
置
し
た
計
画
給
水
人
口
が
百
人
未
満
の
水
道
で
あ
つ
て
、
水

道
事
業
に
準
じ
た
毎
月
検
査
そ
の
他
の
維
持
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。)

か
ら
直

接
給
水
さ
れ
る
水

三

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号)

第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
の
給
水
設
備
か
ら
直
接
給
水
さ
れ
る
水

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令(

平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
一
号)

に
規
定
す
る
基
準
の
う
ち
、
一
般
細
菌
、
大
腸
菌
、
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素
、

塩
化
物
イ
オ
ン
、
有
機
物(

全
有
機
炭
素(

Ｔ
Ｏ
Ｃ)
の
量)

、
pH
値
、
味
、
臭
気
、
色
度
及
び

濁
度
に
係
る
基
準
を
満
た
す
水

別
表
中｢

第
七
条
関
係｣

を｢

第
十
条
関
係｣

に
改
め
、
同
表
一
の
項
第
三
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
19年
９
月
13日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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雑
誌

種
類

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー
・
ゼ
ッ
ト

ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン

図
書
類
の
題
名

2007.
10月
号

2007.
10月
号

2007.
10月
号

月
日
号
等

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
マ
ガ
ジ
ン
・
マ
ガ
ジ
ン

K
K
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

発
行
所
､
制
作
者
名

教
育
委
員
会
告
示

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
19年
９
月
13日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
犯
罪
若
し
く
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
､
青
少
年
の

健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

海
津
市
南
濃
町
安
江
字
鎌
知
土
二
三
一
四
の
三(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
海
津
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

職
員
の
免
職
の
処
分
に
関
し
、
岐
阜
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
岐

阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

氏

名

松
永
馨
子

現

職

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
支
援
課
主
任

発
令
事
項

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
免
職
す
る
。

発
令
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
六
日

任
命
権
者

岐
阜
県
教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
届
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を

公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

藤
井
孝
男
後
援
会
連
合
会
に
係
る
収
支
報
告
書(

平
成
十
五
年
分)

中
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｢
〃

〃
安
江
紳
司

2,000,000
加
茂
郡
白
川
町

｣

を

｢
〃

〃
安
江
紳
司

1,000,000
加
茂
郡
白
川
町

〃
〃

安
江
祐
子

1,000,000
加
茂
郡
白
川
町

｣

に

改
め
る
。

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
二
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ソ
ム
ニ
ー
ド

三

代

表

者

の

氏

名

和
田

信
明
、
中
田

豊
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
花
里
町
一
丁
目
二
十
六
番
地
二
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
農
村
等
の
貧
困
層
の

生
活
の
自
立
の
た
め
の
自
助
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
、
及
び
、
そ

れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
日
本
に
住
む
我
々
の
生
活
を
見
直
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
つ
ば
ち
ク
ラ
ブ

三

代

表

者

の

氏

名

折
笠

紀
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
松
が
丘
七
丁
目
七
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
近
隣
住
民
に
対
し
て
、
子
育
て
を
始
め
と
す
る

地
域
社
会
の
暮
ら
し
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
男
女
共
同
参
画
社

会
形
成
の
推
進
と
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
寄
与
し
、
特
に
中
高
年

者
の
積
極
的
な
社
会
参
加
・
参
画
を
促
し
て
老
化
を
緩
や
か
に
し
、

皆
で
学
び
あ
い
人
生
を
豊
か
に
す
る
場
を
提
供
し
誰
も
が
住
み
良

い
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
十
九
年
九
月
十
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通
課

及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)
ゲ
ン
キ
ー
土
岐
肥
田
店

土
岐
市
肥
田
町
肥
田
字
前
田
二
七
〇
二

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日
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平
成
二
十
年
五
月
二
十
二
日

五

店
舗
面
積

二
、
五
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
二
九
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
八
平
方
メ
ー
ト
ル
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平
成
十
九
年
九
月
十
四
日
印
刷

平
成
十
九
年
九
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


